
様式１ 

秘密保持誓約書 

 

                 （以下「乙」という。）は、公益社団法人２０２７年

国際園芸博覧会協会（（以下「」」という。）が実施する「GREEN×EXPO（2027（ 入場券販売

に係る販売事業者向け説明会」（以下「本説明会」という。）に参加するに際し、」に対し、

以下のとおり秘密保持を誓約し、本秘密保持誓約書（以下「本誓約書」という。）を」に提

出する。 

 

第１条（秘密情報等の取扱い） 

１ 乙は、本説明会において」から開示、提供を受けた情報（口頭、文書、写真、映像等

方法・手段を問わず、本説明会のために、」が乙に対して開示・提供したものをいう）

及び資料並びに本説明会において知り得た第三者に関する情報（（以下あわせて（「秘密情

報」という。）を秘密に保持し、事前に」の書面による承諾を得ることなく、これらを

第三者に開示、漏洩したり、入場券販売事業への応募の検討及び応募以外の目的で使用

したりしないものとする。ただし、次の情報及び資料についてはこの限りではない。 

⑴ 開示、提供の時点で公知又は公用であったもの。 

⑵ 開示、提供を受けた後、乙の責によらずに公知又は公用となったもの。 

⑶ 開示、提供の時点で既に自ら保有していたもの。 

⑷ 開示、提供を受けた後，秘密情報によらずに独自に開発したもの。 

⑸ 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなしに入手したもの。 

 

２（乙は、乙の秘密情報を知る必要のある最小限の役員若しくは従業員又は第１項柱書の

」の承諾を得た第三者に限り秘密情報を開示することができ、その場合には、当該開示

を受ける者に対し、本誓約書と同内容の秘密保持義務を負わせ、その者の退任後又は退

職後も同様とする。 

 

３（第１項柱書本文の規定にかかわらず、乙は、法令上開示が要求される場合、公的機関

から開示を要求される場合、」に同意を得て、秘密情報について必要な範囲で開示する

ことができる。 

 

４（乙は、本説明会に関連して提供を受けた個人情報（個人情報保護法（平成１５年５月

３０日法律第５７号）第２条第１項に定義）を含む個人データを，個人情報保護法及び

適用あるガイドラインに従って取り扱うものとする。 

 



第２条（返還義務等） 

１（ 乙は、説明会時も含め」から開示を受けた秘密情報及び個人データを含む記録媒体、

物件及びその複製物（以下「記録媒体等」という。）について、販売事業者に応募しな

いこととなったとき又は不要となった場合は、」の選択により、復元不能な方法により

破壊するか、又は直ちに」に返還するものとする。 

 

２（前項に基づき」に記憶媒体等を返還するに際し、秘密情報及び個人データが自己の記

録媒体等に含まれているときは、乙は、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨

（自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨）を」に書面にて報告

するものとする。 

 

第３条（損害賠償等） 

乙は、乙、乙の役員、従業員、元役員若しくは元従業員又は乙が第１条第１項の」の承諾を

得て秘密情報を提供した第三者が第１条に定める秘密情報等を漏洩するなど本誓約の条項

に違反した場合には、」に直ちに通知し、」が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、

」又は第三者に生じた損害を賠償しなければならない。 

 

第４条（秘密保持義務の期間） 

乙は、本誓約書提出の時から２０３０年１０月３１日まで秘密保持の義務を負うものとす

る。 

 

第５条（協議事項） 

本誓約書に定めのない事項について又は本誓約書に定めた事項に疑義が生じた場合は、乙

は」と協議の上、誠意を持って解決するものとする。 
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